
令
和
元
年
六
月
十
八
日
提
出

質
問
第
二
四
四
号

朝
鮮
総
連
に
よ
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
へ
の
抗
議
行
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

松

原

仁
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朝
鮮
総
連
に
よ
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
へ
の
抗
議
行
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書

在
日
本
朝
鮮
人
総
聯
合
会
（
朝
鮮
総
連
）
中
央
常
務
委
員
会
の
機
関
紙
『
朝
鮮
新
報
』
朝
鮮
語
電
子
版
の
令
和
元
年
五
月
三

十
一
日
付
記
事
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
総
連
中
央
の
代
表
が
令
和
元
年
五
月
二
十
八
日
に
日
本
放
送
協
会
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
の
「
本
社
」

で
制
作
局
や
国
際
部
の
責
任
者
と
面
会
し
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
令
和
元
年
五
月
二
十
五
日
に
放
映
し
た
Ｅ
Ｔ
Ｖ
特
集
「
北
朝
鮮
�
帰

国
事
業
�
六
十
年
後
の
証
言
」
に
つ
い
て
強
く
抗
議
し
た
。
記
事
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
「
と
ん
で
も
な
い
虚
偽
捏
造
特
集
を
放
映
し

て
、
朝
鮮
の
最
高
尊
厳
を
深
く
冒
涜
し
、
朝
鮮
と
総
連
を
誹
謗
中
傷
し
た
」
と
非
難
し
て
い
る
。

北
朝
鮮
へ
の
帰
国
事
業
に
つ
い
て
は
、
元
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
財
政
局
副
局
長
の
韓
光
煕
氏
は
著
書
『
わ
が
朝
鮮
総
連
の
罪

と
罰
』
（
文
藝
春
秋
、
平
成
十
四
年
）
の
な
か
で
「
結
果
か
ら
言
え
ば
、
朝
鮮
総
連
は
十
万
人
の
同
胞
を
地
獄
に
突
き
落
と
し

た
う
え
で
、
そ
の
私
財
を
収
奪
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
書
き
、
「
い
ま
さ
ら
謝
っ
て
も
ど
う
な
る
も
の
で
も
な
い
こ
と

は
承
知
の
上
だ
が
、
私
は
謝
り
た
い
。
私
は
、
自
分
の
点
数
稼
ぎ
の
た
め
に
、
甘
言
を
弄
し
て
同
胞
た
ち
を
地
獄
に
送
り
込
ん

だ
。
こ
の
こ
と
は
、
過
ち
の
多
い
私
の
人
生
の
な
か
で
も
、
最
大
の
過
ち
の
一
つ
で
あ
る
」
と
真
摯
に
謝
罪
し
て
い
る
。

朝
鮮
総
連
は
裁
判
所
で
「
日
本
と
国
交
を
有
す
る
諸
外
国
に
お
け
る
大
使
館
に
も
比
す
べ
き
活
動
」
を
行
っ
て
い
る
と
述
べ

た
通
り
、
事
実
上
北
朝
鮮
の
在
外
公
館
で
あ
る
。
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
二
千
九
十
四
号
が
各
国
に
北
朝
鮮
外
交

一



官
に
対
す
る
警
戒
を
強
化
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
朝
鮮
総
連
の
活
動
を
厳
し
く
監
視
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
放
送
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
日
本
の
公
共
放
送
を
担
う
特
殊
法
人
で
、
総
務
省
が
所
管
す
る
外
郭
団
体
で
あ

り
、
同
法
第
四
条
は
、
放
送
事
業
者
に
、
放
送
番
組
の
編
集
に
あ
た
っ
て
は
、
公
安
及
び
善
良
な
風
俗
を
害
し
な
い
こ
と
、
政

治
的
に
公
平
で
あ
る
こ
と
、
報
道
は
事
実
を
曲
げ
な
い
で
す
る
こ
と
、
意
見
が
対
立
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け

多
く
の
角
度
か
ら
論
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

そ
こ
で
朝
鮮
新
報
の
報
道
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。

一

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日
に
朝
鮮
総
連
中
央
の
代
表
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
抗
議
に
訪
れ
た
事
実
に
つ
い
て
、
政
府
は
把
握
し
て
い

る
か
。

二

政
府
は
放
送
法
が
定
め
る
「
放
送
の
不
偏
不
党
、
真
実
及
び
自
律
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
放
送
に
よ
る
表
現
の
自

由
を
確
保
す
る
こ
と
」
の
責
務
が
あ
る
。

外
国
政
府
か
ら
の
圧
力
に
対
し
、
日
本
の
公
共
放
送
の
表
現
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
政
府
が
な
し
う
る
こ
と
は
何

か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


